
ることで、今後の再発防止への提言を行う。当該

医療機関の人員配置、診療手順、支援体制等のシ

ステム上の問題についての検討も含む。今日の厳

しい医療環境をも考慮する必要があり、現時点で

の医療環境下においても可能な再発防止策と、医

療体制の改善をも含めた今後に期待する再発防止

策は明確に区別して記載する必要がある。 

 

Ⅱ．評価結果報告書の利用のされ方について 

死亡事例の真相究明と再発防止への提言は評価

結果報告書としてまとめられ、ご遺族ならびに申

請医療機関に交付される。さらに評価結果報告書

の概要は個人情報を伏せてモデル事業のホームペ

ージに公表される。医療機関とご遺族に真相が伝

えられること、またその評価を通じて学び得たこ

とを医療事故の発生予防・再発防止に役立てられ

ることが、評価結果報告書の利用され方の基本で

ある。診療行為に対する客観的な医学的評価を公

表することが、医療の不確実性等、医療の現況に

対する理解を深めるのに役立つことも期待される。 

この評価結果報告書は医学的評価を目的として

おり、医療従事者の法的評価を目的とするもので

はない。評価結果報告書の公表は医療機関にとっ

て必ずしも不利な材料となることを意味せず、診

療行為の正当性を示す根拠となったり、結果の良

し悪しに関わらず医事紛争を抑制するのに役立つ

ことも多い。医師患者間の相互理解を目指すため

にも評価結果報告書は可能な限り非医療従事者に

も分かりやすい表現で記載されねばならない。 

 

Ⅲ．評価結果報告書の構成 

評価結果報告書は以下に示すように、評価結果

報告書の位置づけ・目的を明記する章、純粋に医

学的観点から死亡事例の詳細、死因と医学的評価

を行う章、根本原因を分析して再発防止策の提言

を行う章、及び評価関連資料の章から構成される。 

1）評価結果報告書の位置づけ・目的 

2）死亡事例の詳細と医学的評価 

(1)臨床経過の概要 

(2)解剖結果の概要 

(3)臨床経過と解剖結果を踏まえた死因に

関する考察 

(4)臨床経過に関する医学的評価 

(5)結論（要約） 

3）再発防止への提言 

4）関連資料 

 

Ⅳ．評価結果報告書記載上の留意点 

１）評価結果報告書の位置づけ・目的 

・評価結果報告書の位置づけ、目的について記載

する。 

この評価報告書の目的は、（1）死亡原因を医学

的に究明すること、（２）死亡に至った経緯、診療

行為を医学的に評価することであり、法的な評価

を行うことではないこと、（３）根本原因を分析し

て再発防止への提言を行うことであることを明示

する。 

記載例： 

○○地域評価委員会は、診療行為に関連した

死亡について医学的観点から死因を究明し、そ

の医療行為を評価した評価結果報告書を提供す

ることにより、医療の透明性の確保を図るとと

もに、同様の事例の再発を防止するための方策

を提言し、医療安全の向上の一助となることを

目的とする。医療従事者の法的評価を行うもの

ではない。 

 この評価結果報告書は、○○○○・・・・・・

の事例について、その真相究明のために設置さ

れた評価委員会の調査結果、評価結果を取りま

とめるとともに、根本原因を分析して同様の事

例の再発防止策を提言するものである。 

 

２）死亡事例の詳細と医学的評価 

（1）臨床経過の概要 

・臨床評価医による調査結果を記載する。 

①患者（氏名、生年月日、年齢、身長、体重）、既

往症・素因 

②経過の概要 

・ 経時的に臨床経過・事故発生後の対応を含め

て記載する。 
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